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法人の概要

１ 法人の現況

(1) 法人名

公立大学法人岐阜県立看護大学

(2) 所在地

岐阜県羽島市江吉良町３０４７番地１

(3) 設立年月日

平成２２年４月１日

(4) 役員の状況

理事長 小西 美智子

理事 黒江 ゆり子

理事 北山 三津子

理事 佐藤 昭三

理事（非常勤）岡安 賢二

監事 浅井 直美

監事 安達 和平

(5) 組織図

別紙のとおり

(6) 職員数（平成２２年５月１日現在の教員・事務職員数）

教員 ５５名（学長含む。） 事務職員 ２７名

２ 法人の基本的な目標

(1) 中期目標の前文

岐阜県立看護大学は、岐阜県民の保健・医療・福祉のニーズに対応するためには看護サービスの

質の向上が急務であるとして、平成１２年に開設され、看護の基礎を修得した人材の供給、大学院

教育による看護実践指導者の育成、現職看護職者の生涯学習支援のための路を拓いてきた。

公立大学法人岐阜県立看護大学は、これまでの実績をさらに発展させ、県民に提供される看護サ

ービスの質の向上に広く貢献できる看護学の研究と有為な人材の育成を図るため、学問の自由を基

礎に据えた看護学の高等教育機関として大学を設置し、管理することを目的とする。

前記の目的を達成するため、看護職としての責任を遂行できる人材を育成するとともに、県内の

現職看護職者に対しては、大学院教育を中核とした看護学にかかる生涯学習を推進するほか、専門

性を高めるための学習の機会を積極的に提供し、その資質の向上に努める。

(2) その他法人の特徴として記載すべき事項

本学では、人々の健康と福祉の充実のために貢献できる看護専門職者を育成することを追求して

いる。看護学は、保健師･助産師･看護師等の看護職者が行なう業務や諸活動に科学的根拠と理論的

体系を与える学問であるが、特に、これらの看護職者が日常行う看護サービスの質の向上と現状の

改革を導く実践性の高い研究活動に力点をおき、人材育成を主眼としている。

近年、ケアに関する人々の要望は多様化･複雑化している。これらに対応するためには、単に技

術や知識を身につけるだけではなく、豊かな人間性と確実な技術力と倫理的判断力が求められてい

る。これらができる人づくりが、看護学部看護学科と大学院看護学研究科のめざすところである。

本学の研究活動では、県立大学の特色を踏まえて、岐阜県下の看護職とともに、現地に出向いて

共同研究を推進し、看護実践の改善･充実に努めている。看護実践の質を高める活動の輪を広げな

がら、本学卒業者を含め、看護の実務に就いている職業人の生涯学習の拠点としての役割を担う。

岐阜県下の看護サービスの向上から出発した研究･教育活動を通して、国内はもとより、世界のど

の地でも通用する看護学の普遍的知見を創出し、実践性･応用性に富む学術の発展を図ろうとして

いる。
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３ 設置する大学の概要

(1) 名称

岐阜県立看護大学

(2) 教育理念・目標

ア 教育理念

看護学は、保健師、助産師、看護師等、看護職の仕事の専門性を支える学問である。本学は、ど

のようにしたら人々に質の高い看護サービスが提供できるかを追求する。そのために看護学の立場

から責任を持って問題解決に取り組める人材を育成することを目指している。

学士課程では、看護学領域の専門の基礎を教授する。これからの看護専門職には、人々のヘルス

ケアニーズに対応できる能力や、多様な課題の問題解決に取り組むために自らの専門機能を拡大し

ていく能力、さらには保健・医療・福祉領域の専門職や関係者とケアチームを組んで協働し、各メ

ンバーの役割機能を調整し指導性を発揮できる能力が求められる。学士課程の段階では、その基盤

となる総合的な学力と人間性の涵養を重視する。

また、本学は、県内の保健・医療・福祉の諸問題に対しては、県立の高等教育機関として研究活

動に基づく理論的な裏付けを持って創造的な解決策を提言し、改革の原動力となる人材の育成と供

給を行う。そのために、地域の生活文化や人々のライフスタイルに即応したヘルスケアのあり方を

追求し、看護実践にかかる研究活動を活発に行う。したがって、看護学科の教育では、これらの研

究活動を反映し、実践性・応用性に富んだ教育素材を用いた学修が組まれている。看護学は、生涯

を通してその専門性を深めるべき学問領域であるので、看護学科では、これらの特色ある教育を通

して、その入り口を確実に導く。

イ 教育目標

本学で育成しようとする看護職の姿は、看護実践の中で必要となるヒューマンケアの基本と技術

を身につけ、患者など看護の対象が遭遇した困難や諸問題の解決について、深い責任を感じ、常に

創造的に問題解決行動をとって活躍できる人である。

そのため、次の能力の育成を目指す。

・看護実践に必要な基本的技術と知識を持つジェネラリストとしての能力

・生活者としての人間に対する深い理解と総合的判断力

・看護の対象となる人とその家族、地域住民等の本来持っている問題解決能力を支え、健康問題の

解決に貢献する能力

・保健・医療・福祉等の関係者並びに地域を構成する人など、ケアにかかわる人々と協働活動がで

きる能力

・看護実践を重ねることを通して看護学研究への関心を高め、看護実践の改革に貢献できる基礎的

能力

(3) 沿革

平成１２年４月 岐阜県立看護大学開学

平成１６年４月 看護学研究科看護学専攻（修士課程）開設

平成１８年４月 看護学研究科看護学専攻（博士課程）開設

平成２２年４月 地方独立行政法人法に基づき公立大学法人へ移行

(4) 学生の状況（平成２２年５月１日現在の学部学生・大学院学生数）

看護学部 ３２２名

看護学研究科 ４３名

(5) その他

平成２０年４月に看護学研究科専門看護師コース（慢性看護、小児看護、がん看護）を開講した。
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全体評価

１ 総評

【総合的な評定】

「 Ｂ（中期目標の達成に向けておおむね順調に進んでいる） 」

平成 22 年度は、公立大学法人への移行後初めての事業年度であったが、理事長のリーダーシップ

の下、理事会を中心として、経営審議会や教育研究審議会など外部の意見を反映させる新たな組織が

設置されたほか、教員と事務職員が協働して法人及び大学運営に携わる連携協力委員制度のような特

色ある取組も始められ、機動的かつ弾力的な業務運営体制の構築に向けた取組が着実に実施されてい

る。

また、学生の確保や各種国家試験合格率において高いレベルを維持し、科学研究費補助金の獲得や

紀要のレベルアップを図るための取組も進められており、県内の看護サービスの質の向上に大きく貢

献していると認められる。

法人化の目的の一つである効率的な運営についても、自己収入の確保と経費抑制の両面からの様々

な取組により、１年目にして５千万円の剰余金を生じさせたことは評価できる。

一方、主に業務運営の改善及び効率化に対する取組で一部年度計画を下回るなど、実施状況が十分

でないものもあるため、次年度以降の改善に期待する。

以上のことを総合的に勘案すると、平成22年度の業務の実績の全体としては、中期目標の達成に向

けておおむね順調に進んでいると認められる。

教育課程自体は１年単位で行われるが、職業人としての技術や知識、人格形成は長期にわたって成

長を続けるものであり、短期での評価は難しいが、看護職の教育としての将来の理想像に向けて、今、

何をどのように教育しておくべきかを考察し、企画することが望まれる。

なお、法人から提出された業務実績報告書において、年度計画と業務の実施状況の記載に「（再掲）」

が多く見受けられたほか、中期計画と年度計画の対応関係に一部齟齬が見られた。次年度以降の業務

実績評価を円滑に進めるためにも、中期計画及び年度計画の見直しを検討されたい。

見直しに当たっては、具体的な経費抑制額を示すなど、事後の評価が行い易い計画にする工夫も望

まれる。

２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

学生募集や入試対策等細部にわたり非常によく実施されており、受験者数の多さや定員の充足状況

などは満足できるレベルにある。

また、査読の上限を２回から３回に増やすことで、紀要のレベルアップも図られている。これによ

り、助教等若手教員からの投稿の増加といった効果も現れている。

教員の、教育者としての学生への接触と、研究者としての研究活動とのバランスに苦慮しているの

ではないかと思われるが、現場を重視する方向性は正しい。

認定看護師及び専門看護師の育成及び供給は、岐阜県にとって喫緊の用務であるが、認定看護師ス

テップアップ研修会等に教員が積極的に参加するなど、認定看護師及び専門看護師の育成及び供給に

向けた取組が実施されている。

一方で、単科大学ということもあり、教養科目に専任の教員を配置することが難しいという課題に

対して、教養科目及び専門関連科目の非常勤講師１人につき２人の学内専任教員が担当教員として授

業運営に携わる体制を取るなど、それなりの手立てが講じられていることは評価できるものの、文部

科学省中央教育審議会答申でも教養教育の拡充が示されており、教養科目の担当教員が全て非常勤と

いう現状は、改善の余地があるものと思われる。

【評定の区分】

段階 説 明

Ｓ
中期目標の達成に向けて特筆すべき実施状況にある（特記事項の内容等を勘案して
評価委員会が特に認める場合）

Ａ 中期目標の達成に向けて順調に進んでいる。

Ｂ 中期目標の達成に向けておおむね順調に進んでいる。

Ｃ 中期目標の達成のためにはやや遅れている。

Ｄ 中期目標の達成のためには重大な遅れがある。
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３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

法人化を契機に、連携協力委員制度の創設等により、機動的かつ弾力的な法人・大学運営を行うた

めの組織改革が実施されている。教員が法人・大学運営に関心を持つ方向性は好ましいことだが、現

実的には必ずしも全ての教員が自主的に参加するとは限らないため、次年度以降、具体的な手法につ

いての報告が求められる。

また、内部監査委員会の設置や規程の整備により、内部監査制度の構築に向けた取組も始められた

が、制度の具体的な成果については、今後に期待する。

裁量労働制や任期付雇用制度等教員の労働環境の整備を図り、教員の確保に努めたことや、弾力的

な予算執行制度を構築したことは評価できるが、事務の実施体制の充実や事務職員の育成に向けた具

体的な取組が確認できず、次年度以降の改善が望まれる。

情報セキュリティに関する啓発活動についても、若干の遅れが見られる。

４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

科学研究費補助金の採択率の向上や、施設使用の有料化を決定するなど、自己収入の確保に向けた

取組が着実に進んでいる。

職員全てがコスト感覚を持ち、運営に当たることは評価できる。法人化が良い方向に機能している

ことがうかがえる。実際に経費の抑制も図られているが、次年度以降、具体的な抑制額を年度計画に

示すことが望ましい。

５ 自己点検・評価及び情報提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

財団法人大学基準協会による２回目の機関別認証評価を受け、助言事項についての改善が実施され

ているほか、ホームページ等で法人運営に関する情報公開が進められている。

６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

施設・設備の活用、倫理、環境保護の全般にわたり、着実に実施されている。
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項目別評価 －大項目ごとの検証（確認）結果－

１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

【特筆すべき点、遅れている点等】

○文部科学省中央教育審議会答申でも教養教育の拡充について述べられており、専門的高度な技術教育

も重要だが、「人間力」を育てる教養教育も同様に重視されるべき。単科大学という制約の中、それな

りの手立てが講じられていることは評価できるものの、教養科目の担当教員が全て非常勤という現状

は、改善の余地があるものと思われる。（NO.3）

○入学試験種別毎の入学後の成績、進路等についての分析結果について、具体的に記載されたい。（NO.10）

○受験生も多く、定員が充足されており、学生の確保については評価できる。今後は、在学生による母

校訪問の更なる充実を期待したい。（NO.12）

○専門看護師コースに対する県内ニーズの把握については確認できた。次年度以降、実際に専門看護師

コースの志願者確保に繋がることを期待したい。（NO.13）

○構造的不況といわれる昨今、学費の払えない学生が出てくる可能性もあることから、奨学金制度の充

実を検討していることは評価できる。（NO.20）

○岐阜大学のＧＰ「生涯健康を目指した学生支援プログラム－生涯健康教育の推進と健康支援の充実－」

が文部科学省から採択されているので、参考にし、取り入れることを検討されたい。(NO.22)

○査読を充実させ、紀要のレベルアップを図ったことは評価できる。（NO.32）

○研究成果で地域に貢献する役割も同時に持っているため、質の高い研究がなされていることは評価で

きる。（NO.32）

○早期に紀要に投稿することを呼びかけたことは確認できたが、投稿の促進までは確認できなかった。

（NO.34）

○研究倫理審査基準の公表については、広く世間に対して発表するのではなく、教員と共同研究及び研

究支援を行っている看護職に対して周知したことを確認した。（NO.36）

○次年度以降、県内就職率の実績についても報告されたい。（NO.37）

○認定看護師ステップアップ研修会の開催は、医療現場にとってありがたい取組であり、それら研修会

等に教員が積極的に参加したことは評価できる。認定看護師及び専門看護師の育成及び供給は、岐阜

県にとって喫緊の用務と考える。（NO.44）

２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

【小項目ごとの検証結果の集計】

中項目

検証

対象

項目数

Ⅰ

年度計画を

大幅に下回

っている

Ⅱ

年度計画を

下回ってい

る

Ⅲ

おおむね年

度計画どお

り実施して

いる

Ⅳ

年度計画を

上回ってい

る

業務運営の改善 ８ ８

人事の適正化 ５ １ ３ １

事務の実施体制の

充実及び効率化
４ ２ ２

危機管理 ７ １ ６

合計 ２４ ０ ４ １９ １

【検証結果の概要】

○内部監査委員会は設置されたが、内部監査の担当職員には、それなりの権限を付与し、実効性のある

システムにする必要がある。次年度以降、具体的にどのような成果が上がるかが重要であり、制度の

充実に期待する。（NO.61・62）

○任期付雇用制度を整備した上、既に３人の採用実績もあることから、年度計画を上回って実施してい

ると認められる。（NO.64)

○平成24年度からのプロパー職員採用に向けて、事務職員の評価基本方針についても検討を始められた

い。（NO.67）

○業務の継承性を担保した体制の構築についての実施状況が記載されていない。実施できなかった場合

は、その理由を記載されたい。（NO.68）

○弾力的な予算執行制度を構築したことは評価できる。（NO.71）
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○年度計画の記載が中期計画の内容に照らして合ってないので、次年度以降、年度計画の設定を見直さ

れたい。（NO.73)

○防犯・交通安全講話等の開催について、女性が多いこともあり、細部への配慮は評価できる。（NO.75)

○セミナーの参加者数が記載されているが、実績を評価するためには、参加すべき全体数（対象者数）

も記載されたい。（NO.75)

○情報セキュリティに関する啓発について、学生だけでなく、職員への啓発も実施されたい。（NO.79)

３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

【小項目ごとの検証結果の集計】

検証

対象

項目数

Ⅰ

年度計画を

大幅に下回

っている

Ⅱ

年度計画を

下回ってい

る

Ⅲ

おおむね年

度計画どお

り実施して

いる

Ⅳ

年度計画を

上回ってい

る

自己収入の確保 ３ １ １ １

経費の抑制 ２ ２

資産の運用管理の

改善
１ １

合計 ６ ０ １ ４ １

【検証結果の概要】

○科学研究費補助金の採択率は、開学から10年の新設大学としては良く健闘しており、評価できる。今

後の更なる努力を期待したい。近い将来、寄附講座も出てくると思われる。（NO.80）

○大学施設使用の有料化は、大学のＰＲになり、親近感も与えるため、評価できる。（NO.81）

○この項目は、中期目標第3-1(2)「その他自己収入の確保」に対する年度計画の実施状況について記載

すべきものであるが、科学研究費補助金の獲得については、中期目標3-1(1)「外部資金の獲得」に対

する実績として記載すべき事項である。年度計画にいう「自主財源確保のための検討」については確

認できなかった。（NO.82）

○経費の抑制については、具体的な経費抑制額を年度計画に記載することが望ましい。（NO.84）
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４ 自己点検・評価及び情報提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

【小項目ごとの検証結果の集計】

中項目

検証

対象

項目数

Ⅰ

年度計画を

大幅に下回

っている

Ⅱ

年度計画を

下回ってい

る

Ⅲ

おおむね年

度計画どお

り実施して

いる

Ⅳ

年度計画を

上回ってい

る

自己点検・評価 ２ ２

情報公開の推進 ２ ２

合計 ４ ０ ０ ４ ０

【検証結果の概要】

○全ての項目において、法人の自己評価どおり年度計画が実施されている。

５ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

【小項目ごとの検証結果の集計】

検証

対象

項目数

Ⅰ

年度計画を

大幅に下回

っている

Ⅱ

年度計画を

下回ってい

る

Ⅲ

おおむね年

度計画どお

り実施して

いる

Ⅳ

年度計画を

上回ってい

る

施設・設備の整備、

活用等
２ ２

倫理 ３ ３

環境の保護 ２ ２

合計 ７ ０ ０ ７ ０

【検証結果の概要】

○研修の参加者数が記載されているが、実績を評価するためには、参加すべき全体の数（対象者数）も

記載されたい。（NO.94）
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